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白鷗大学教育学部論集投稿規程
第１条　論文は、研究・教育を目的とし、固有の明示的目的に従って統合された議論が展開され、結論

部においてその目的が適切に評価されていなければならない。また論文は一篇において完結するとと
もに、著作権に配慮した厳格な引用がなされなければならない。

第２条　論文は、論文の倫理性に関する次の条件を充たすものでなければならない。
（１）論文内容が倫理的に配慮されたものであり、かつ、個人情報に関する関連法令等が遵守されたも

のであること。
（２）論文内容の研究が、人を対象とする実験、調査、観察、検査、臨床的な介入等を行う研究である

場合は、所属機関または白鷗大学「人を対象とする研究に関する倫理審査」委員会が定める「審
査不要」の要件を満たすか、または審査結果において「承認」の判定を得ており、その旨を明記
していること。

（３）その他、著者の専門とする学会の倫理規定や一般則にもとづく倫理基準を充たしていること。
第３条　論文内容は未公刊のものに限る。
第４条　論文内容に関わる一切の責任は筆頭著者に帰属する。筆頭著者と責任著者が異なる場合は、責

任著者に帰属する。
第５条 論文は原著論文とノート・資料の二種とする。ここで、原著論文とは論文内容が当該研究領域に

価値ある知見をもたらすものをいい、ノート・資料は論文内容が原著論文の条件には満たないが当該研
究領域への知見をもたらすものをいう。事例研究及び実践研究も原則としてノート・資料に含める。

第６条　論文の責任著者は投稿手続きの責任を負うものとし、原則として白鷗大学教育学部（以下「本
学部」とする）の専任・兼任教員に限る。ただし、以下のいずれかに該当し、白鷗大学教育学部論集
委員会（以下「論集委員会」とする）がとくに認めた者は、責任著者となることができる。

（１）本学部の専任教員であった者
（２）本学部で講演を行った者で、講演記録の掲載を希望する者
（３）記念論文集等の刊行に必要な場合で、論集委員会がとくに依頼した者
２　筆頭著者と責任著者が異なる場合は、これを明示しなければならない。
３　責任著者以外の共著者は、論文に記載された研究に関して実質的な貢献を明確にできる者でなけれ

ばならない。
４　卒業生・在学生については、論集委員会がとくに認めた場合にかぎり、これを共著者とすることが

できる。
第７条　筆頭著者として投稿できる論文数は一人一篇に限る。
第８条 本誌は原則として年二回発行する。原稿の提出時期及び発行時期は論集委員会がこれを定める。
第９条　原稿の分量の上限は邦文ではA4判全角40文字×36行で20枚、欧文ではA4判半角80文字×36行

で20枚とする。この分量には表題、著者名、アブストラクト、図表、文献欄等すべてを含む。
第10条 原稿は横書き文書入力で作成し、著者の専門とする学会所定の形式に基づくこと。但し、原稿

募集要項の記載事項も考慮すること。
第11条　図の原稿は掲載される大きさに対して縦横２倍の大きさで、白黒で印刷された際に鮮明になる

ように作成すること。
第12条　原稿提出は完全原稿の状態で行い期限を厳守すること。提出にあたっては、電子原稿データと

ともに必要な書類を添付すること。
第13条　論文の掲載順序は第１に論文種類、第２に専攻、第３に筆頭著者の音韻順に従い決定する。
第14条　本論集の電子化に関連する所定の権利（複製権・公衆送信権等）を無償で論集委員会および論

集委員会から委託を受けた第三者に許諾すること。
第15条　校正は筆頭著者の責任のもと、論集委員会の指定した期限及び原稿受領通知に記載された形式

を厳守すること。
第16条　筆頭著者には抜き刷り50部を贈呈する。
　附　則　この規程は、平成20年10月15日から適用する。
　附　則　この規程は、平成26年５月21日から適用する。
　附　則　この規程は、平成29年５月17日から適用する。
　附　則　この規程は、令和４年12月１日から適用する。
　附　則　この規程は、令和５年５月17日から適用する。


